
  
 

一

 
 

 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

目
的 

 
 

 

法
の
目
的
に
、
国
民
の
知
る
権
利
の
保
障
、
国
民
に
よ
る
行
政
の
監
視
及
び
国
民
の
行
政
へ
の
参
加
に
資
す
る
こ
と
等

を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 

二 

行
政
文
書
の
要
件 

 
 

 

行
政
文
書
の
要
件
の
う
ち
、
「
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
」
の
部
分
を
削
除
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 

三 

開
示
情
報
の
拡
大 

 
 

１ 

個
人
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
原
則
と
し
て
開
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

当
該
個
人
が
公
務
員
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の
遂
行
に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
氏
名
に
係
る
部
分 

 
 

 
 

当
該
個
人
が
行
政
機
関
に
置
か
れ
た
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
等
に
お
い
て
意
見
の
表
明
又
は
説
明
を
行



 

  
 

二

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
当
該
意
見
表
明
又
は
説
明
に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、

当
該
個
人
の
氏
名
及
び
当
該
意
見
表
明
又
は
説
明
の
内
容
に
係
る
部
分 

 
 

２ 
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
の

要
請
を
受
け
て
、
公
に
し
な
い
と
の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
合
理

的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
不
開
示
情
報
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
、
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
又
は
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
上
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
が
認
め
る
こ

と
に
つ
き
十
分
な
理
由
が
あ
る
情
報
を
不
開
示
情
報
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

４ 

公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他
の
公
共
の
安
全
と
秩

序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
が
認
め
る
こ
と
に
つ
き
十
分
な
理
由
が
あ
る
情
報
を
不

開
示
情
報
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

５ 

国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、

検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
に
国
民
の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ



  
 

三

れ
が
あ
る
も
の
を
不
開
示
情
報
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

６ 

行
政
機
関
の
長
は
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
の
一
部
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
開
示
請
求

者
に
対
し
、
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
原
則
と
し
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
） 

 

四 

開
示
決
定
等
の
理
由
等
の
付
記 

 
 

 

開
示
決
定
等
の
通
知
に
は
、
当
該
決
定
の
根
拠
と
な
る
条
項
及
び
当
該
条
項
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
理
由
を
で
き
る

限
り
具
体
的
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 

 

五 

開
示
決
定
等
の
期
限 

 
 

１ 

開
示
決
定
等
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
開
示
請
求
者
は
、

開
示
決
定
等
の
期
限
内
に
開
示
決
定
等
が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
長
が
不
開
示
決
定
を
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
行
政
機
関
の
長
は
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
の
う
ち
の



 

  
 

四

相
当
の
部
分
に
つ
き
開
示
決
定
等
を
し
た
後
、
残
り
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
は
六
の
２
に
よ
る
予
納
が
あ
っ
た
後
相
当

の
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
開
示
請
求
者
は
、
行
政
機
関
の
長
が
通
知
し
た

期
間
内
に
開
示
決
定
等
が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
長
が
残
り
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
不
開
示
決
定
を
し
た

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
） 

 

六 

手
数
料 

 
 

１ 

会
社
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
等
が
開
示
請
求
を
す
る
と
き
は
、
所
要
の
開
示
請
求
手
数
料
を
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
開
示
請
求
者
は
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
の
う
ち
の
相

当
の
部
分
に
つ
き
開
示
決
定
等
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
残
り
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
の
開
示
実
施

手
数
料
の
見
込
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

開
示
請
求
を
す
る
者
又
は
行
政
文
書
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
開
示
請
求
手
数
料
又
は
開
示
実
施
手
数

料
の
ほ
か
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
開
示
決
定
等
の
通
知
に
係
る
書
面
又
は
行
政
文
書
の
写
し
の
送
付
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
六
条
関
係
） 



  
 

五

 
七 

内
閣
総
理
大
臣
の
勧
告 

 
 

１ 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
を
し
た
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
諮
問
に
係
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁

決
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
容
を
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
査
会
の
答
申
の
内
容
に
沿
っ
た
裁
決
、
公
益
上
の
理
由
に
よ
る
裁
量
的
開
示
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
旨

の
勧
告
を
し
、
当
該
勧
告
の
結
果
と
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
一
条
関
係
） 

 

八 

訴
訟 

 
 

１ 

情
報
公
開
訴
訟
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
裁
判
所
の
ほ
か
、
原
告
の
普

通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
も
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
情
報
公
開
訴
訟
に
係
る
開
示
決
定
等
を
し
た
行
政
機
関
の
長
又
は
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
行
政
機
関
の
長



 

  
 

六

に
対
し
、
当
該
情
報
公
開
訴
訟
に
係
る
行
政
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
、
四
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
事
項
そ
の
他
の
必
要
と
認
め
る
事
項
を
裁
判
所
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
分
類
又
は
整
理
し
た
資
料

を
作
成
し
、
及
び
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
事
案
の
内
容
、
審
理
の
状
況
、
２
の
資
料
の
提
出
の
有
無
、
当
該
資
料

の
記
載
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
当
事
者
の
同
意
を

得
て
、
口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
、
当
事
者
を
立
ち
会
わ
せ
な
い
で
、
当
該
情
報
公
開
訴
訟
に
係
る
行
政
文
書
を

目
的
と
す
る
文
書
の
証
拠
調
べ
又
は
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
関
係
） 

 

九 

情
報
提
供 

 
 

１ 

行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
行
政
機
関
の
組
織
及
び
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報
等
を
記
録
し
た
文
書
、
図
画
又
は

電
磁
的
記
録
を
適
時
に
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
形
で
、
か
つ
、
国
民
が
利
用
し
や
す
い
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

行
政
機
関
の
長
は
、
同
一
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
二
以
上
の
者
か
ら
開
示
請
求
が
あ
り
、
そ
の
全
て
の
開
示
請
求
に



  
 

七

対
し
て
当
該
行
政
文
書
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
行
政
文
書
に
つ
い
て
更
に
他
の

者
か
ら
開
示
請
求
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
を
適
時
に
、
か
つ
、
国
民
が
利
用
し
や
す
い
方
法

に
よ
り
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
五
条
関
係
） 

 

十 

内
閣
総
理
大
臣
の
勧
告 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

情
報
の
公
開
に
つ
い
て
改
善
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
し
、
当
該
勧
告
の
結
果
と
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
八
条
関
係
） 

 

十
一 

情
報
公
開
訴
訟
に
関
す
る
規
定
の
準
用 

 
 

 

八
の
２
及
び
３
は
、
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
に
相
当
す
る
処
分
又
は
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ

る
開
示
決
定
等
に
相
当
す
る
処
分
若
し
く
は
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
に
相
当
す
る
申
請
に
係
る
不
作
為

に
係
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
係
る
抗
告
訴
訟
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
条
関
係
） 

 

十
二 

そ
の
他 



 

  
 

八

 
 

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

目
的 

 
 

 

法
の
目
的
に
、
国
民
の
知
る
権
利
の
保
障
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 

二 

法
人
文
書
の
要
件 

 
 

 

法
人
文
書
の
要
件
の
う
ち
、
「
当
該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
」
の
部
分

を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

 

三 

開
示
情
報
の
拡
大 

 
 

１ 

個
人
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
原
則
と
し
て
開
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

当
該
個
人
が
公
務
員
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の
遂
行
に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
氏
名
に
係
る
部
分 

 
 

 
 

当
該
個
人
が
独
立
行
政
法
人
等
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
等
を
構
成
員
と
す
る
懇
談
会
等

に
お
い
て
意
見
の
表
明
又
は
説
明
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
当
該
意
見
表
明
又
は
説
明
に
係
る
情
報



  
 

九

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
個
人
の
氏
名
及
び
当
該
意
見
表
明
又
は
説
明
の
内
容
に
係
る
部
分 

 
 

２ 

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法

人
等
の
要
請
を
受
け
て
、
公
に
し
な
い
と
の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
条
件
を
付
す
る
こ
と

が
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
不
開
示
情
報
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、

検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
に
国
民
の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
を
不
開
示
情
報
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

４ 

独
立
行
政
法
人
等
は
、
開
示
請
求
に
係
る
法
人
文
書
の
一
部
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
開
示
請

求
者
に
対
し
、
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
原
則
と
し
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
） 

 

四 

開
示
決
定
等
の
理
由
等
の
付
記 

 
 

 

開
示
決
定
等
の
通
知
に
は
、
当
該
決
定
の
根
拠
と
な
る
条
項
及
び
当
該
条
項
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
理
由
を
で
き
る

限
り
具
体
的
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 



 

  
 

一
〇

 
五 

開
示
決
定
等
の
期
限 

 
 

１ 

開
示
決
定
等
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
（
各
独
立
行
政
法
人
等
に
つ
き
規
程
又
は
就
業
規
則
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
休
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
開
示
請

求
者
は
、
開
示
決
定
等
の
期
限
内
に
開
示
決
定
等
が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
独
立
行
政
法
人
等
が
不
開
示
決
定
を
し
た

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
独
立
行
政
法
人
等
は
、
開
示
請
求
に
係
る
法
人
文
書
の
う
ち

の
相
当
の
部
分
に
つ
き
開
示
決
定
等
を
し
た
後
、
残
り
の
法
人
文
書
に
つ
い
て
は
六
の
２
に
よ
る
予
納
が
あ
っ
た
後
相

当
の
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
開
示
請
求
者
は
、
独
立
行
政
法
人
等
が
通
知

し
た
期
間
内
に
開
示
決
定
等
が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
独
立
行
政
法
人
等
が
残
り
の
法
人
文
書
に
つ
い
て
不
開
示
決
定

を
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
及
び
第
十
一
条
関
係
） 

 

六 

手
数
料 

 
 

１ 

会
社
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
等
が
開
示
請
求
を
す
る
と
き
は
、
所
要
の
開
示
請
求
手
数
料
を
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



  
 

一
一

 
 

２ 

開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
、
開
示
請
求
者
は
、
開
示
請
求
に
係
る
法
人
文
書
の
う
ち
の
相

当
の
部
分
に
つ
き
開
示
決
定
等
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
残
り
の
法
人
文
書
に
つ
い
て
の
開
示
実
施

手
数
料
の
見
込
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

開
示
請
求
を
す
る
者
又
は
法
人
文
書
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
開
示
請
求
手
数
料
又
は
開
示
実
施
手
数

料
の
ほ
か
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
開
示
決
定
等
の
通
知
に
係
る
書
面
又
は
法
人
文
書
の
写
し
の
送
付
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
七
条
関
係
） 

 

七 

訴
訟 

 
 

１ 

情
報
公
開
訴
訟
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
裁
判
所
の
ほ
か
、
原
告
の
普

通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
も
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
情
報
公
開
訴
訟
に
係
る
開
示
決
定
等
を
し
た
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
、
当
該
情
報
公
開
訴
訟
に
係
る
法
人
文
書
に

記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
、
四
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
事
項
そ
の
他
の
必
要
と
認
め
る
事

項
を
裁
判
所
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
分
類
又
は
整
理
し
た
資
料
を
作
成
し
、
及
び
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
処
分
を
す



 

  
 

一
二

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

情
報
公
開
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
事
案
の
内
容
、
審
理
の
状
況
、
２
の
資
料
の
提
出
の
有
無
、
当
該
資
料

の
記
載
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
当
事
者
の
同
意
を

得
て
、
口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
、
当
事
者
を
立
ち
会
わ
せ
な
い
で
、
当
該
情
報
公
開
訴
訟
に
係
る
法
人
文
書
を

目
的
と
す
る
文
書
の
証
拠
調
べ
又
は
検
証
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
関
係
） 

 

八 

情
報
提
供 

 
 

 

独
立
行
政
法
人
等
は
、
同
一
の
法
人
文
書
に
つ
い
て
二
以
上
の
者
か
ら
開
示
請
求
が
あ
り
、
そ
の
全
て
の
開
示
請
求
に

対
し
て
当
該
法
人
文
書
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
文
書
に
つ
い
て
更
に
他
の
者

か
ら
開
示
請
求
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
文
書
を
適
時
に
、
か
つ
、
国
民
が
利
用
し
や
す
い
方
法
に
よ

り
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
四
条
関
係
） 

 

九 

そ
の
他 

 
 

 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 



  
 

一
三

第
三 

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正 

 

一 
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

に
係
る
事
務
を
総
務
省
か
ら
内
閣
府
に
移
管
す
る
こ
と
に
伴
い
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
に
、
行
政
機
関
及
び
独
立
行
政
法

人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務
を
追
加
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

 

二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
管
区
行
政
評
価
局
及
び
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
に
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
十
八
条
関
係
） 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
四 

総
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
に

係
る
事
務
を
総
務
省
か
ら
内
閣
府
に
移
管
す
る
こ
と
に
伴
い
、
管
区
行
政
評
価
局
及
び
沖
縄
行
政
評
価
事
務
所
の
事
務
に
つ

い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
五
条
関
係
） 

第
五 

附
則 



 

  
 

一
四

 
一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
二
及
び
第
二
の
二
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 

二 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

（
附
則
第
二
条
か
ら
附
則
第
十
五
条
ま
で
関
係
） 


